
声の市政だよりについて 
            会津若松市秘書広聴課 

                         情報政策課 

１ 「声の市政だより」サービスの提供について 

ボランティアサークル「ひびきの会」の協力を得て作成した「声の市政だより」をイン

ターネットのホームページから提供するサービスを新たに始めます。このサービスにより

目の不自由な方も自宅等で手軽に音声の「市政だより」を聞くことができるようになりま

す。 

 

２ 利用方法 

 パソコン等から市のホームページ上の「声の市政だより」のコーナーを参照し、聞きた

い「市政だより」のボタンをマウス等でクリックすることにより、「市政だより」の読み上

げ音声を聞くことができます。 

※ 利用にあたっては、音声再生機能付きのパソコンが必要です。 

 

３ 特徴 

（１）文字が見えにくい方や目の不自由な方でも、音声で市政だよりの内容を確認するこ

とができます。 

（２）パソコンから持ち運びができるデジタルオーディオプレイヤーへ音声を記録するこ

とができるので、パソコンから離れて好きな場所・時間に市政だよりの内容を聞くこ

とができます。 

（３）ポッドキャスト方式の配信に対応していますので、専用ソフトを利用することで、

最新号を自動的に取得することが出来ます。 

※ポッドキャストとは、インターネットでラジオ番組などの音声データを配信する際

に使われる配信方法です。 

 

４ 開始時期 

  平成 18年 11月 2日（木曜日）から 

 

５ 市のホームページアドレス 

 トップページ＞市政だより＞声の市政だより 

http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j/oshirase/n_i/voice/ 

 

 

 


